
▪インターネット中継　平成２７年₆月利用統計（アクセス数）　　◆ライブ中継・・1,106件　　◆録画中継・・419件
3

　平成２７年第₁回臨時会は₅月１４日、１５日の₂日間の会期で開かれ、議会人事及び市長から提出された議案₄件につ
いて、慎重審議し、すべての議案を同意又は承認しました。また、₆月定例会は₆月₈日から₆月２４日までの１７日
間の会期で開かれ、市長から提出された「平成２７年度鴻巣市一般会計補正予算（第₁号）」など１３件の議案について、
慎重審議し、すべての議案を原案のとおり可決しました。なお、委員会提出議案₁件及び議員提出議案₁件を上程の上、
可決し、請願₂件は不採択となりました。

健
康
長
寿

毎
日
一
万
歩
事
業

問
事
業
内
容
の
詳
細
は
。

答
本
年
９
月
頃
、
１
５
０
人
を
募
集
し

事
業
内
容
の
説
明
、
血
液
検
査
等
検
診
を

行
い
、
歩
き
方
の
教
室
、
月
一
度
の
食
事

指
導
、
健
康
教
室
等
を
開
催
し
ま
す
。
そ

の
後
、
半
年
間
の
結
果
を
検
証
す
る
た

め
、
翌
年
２
月
に
再
度
血
液
検
査
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
配
布
す
る
歩
数
計
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
デ
ー
タ
の
収

集
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
考
え
て
い
ま
す
。

鴻
巣
御
殿
御
参
行
列
開
催

事
業

問
御
参
行
列
の
特
徴
、
特
色
は
。

答
歴
史
的
な
経
緯
も
踏
ま
え
、
鴻
巣
御

殿
と
鴻
巣
宿
の
つ
な
が
り
を
今
回
の
イ
ベ

ン
ト
で
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷

土
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
の
醸
成
を
図
っ

て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
合
併
１０
周
年

の
記
念
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
く
も
の

で
す
。

　
ま
た
、
予
定
日
で
あ
る
県
民
の
日
、
１１

月
１４
日
は
、
商
工
会
が
実
施
す
る
幸
の
と

り
バ
ル
と
同
時
開
催
の
予
定
で
あ
り
、
勝

願
寺
の
お
十
夜
も
こ
の
日
に
行
わ
れ
ま
す
。

問
２
年
前
の
将
軍
鷹
狩
り
と
の
共
通
点

と
相
違
点
は
。

審議議案健康長寿　毎日１万歩事業
鴻
こう

巣
のす

御
ご

殿
てん

御
ご

参
さん

行
ぎょう

列
れつ

開催事業

答
共
通
点
は
、
中
山
道
の
中
で
の
鴻
巣

宿
の
位
置
づ
け
を
歴
史
的
に
再
確
認
す
る

部
分
で
あ
り
、
相
違
点
は
、
予
算
規
模
が

大
き
く
違
う
こ
と
と
、
今
回
は
予
備
日
を

設
け
る
な
ど
実
施
に
万
全
を
期
す
よ
う
な

体
制
に
し
た
こ
と
、本
陣
イ
ベ
ン
ト
で
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
模
擬
店
を
出
店
い
た
だ

け
る
よ
う
な
体
制
を
と
っ
て
い
く
こ
と
、

特
定
の
タ
レ
ン
ト
等
は
呼
ば
ず
に
、
主
要

人
物
は
、
公
募
で
決
定
す
る
こ
と
で
す
。

校
種
間
連
携
推
進
事
業

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
外
国
語
指
導

問
保
護
者
や
子
ど
も
た
ち
の
反
応
は
。

答
保
護
者
ヘ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
お

子
さ
ん
は
学
校
の
英
語
、
外
国
語
活
動
の

授
業
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
か
」
と
い

う
質
問
に
、
9０
％
が
「
楽
し
み
に
し
て
い

る
」
と
答
え
、
児
童
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、「
あ
な
た
は
英
語
が
使
え
る
よ
う

に
な
り
た
い
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
、

95
％
が
「
使
え
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と

答
え
、「
外
国
語
活
動
、
英
語
が
好
き
で

す
か
」
と
い
う
質
問
に
、
9０
％
が
「
そ
う

思
う
」「
大
体
そ
う
思
う
」と
答
え
て
お
り
、

事
業
の
成
果
が
確
実
に
表
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

時
間
外
保
育
の
利
用

問
公
立
保
育
所
の
時
間
外
保
育
料
と
開

始
時
期
は
。

答
時
間
外
保
育
は
、
朝
の
７
時
か
ら
７

時
3０
分
ま
で
と
、
夕
方
の
６
時
3０
分
か
ら

７
時
ま
で
の
各
3０
分
間
で
、
時
間
外
保
育

料
は
3０
分
あ
た
り
月
額
１
８
０
０
円
で

す
。
た
だ
し
、
特
別
な
事
情
が
あ
り
一
時

的
に
利
用
す
る
場
合
は
、
１０
分
5０
円
に
な

り
ま
す
。
な
お
、
７
月
１
日
か
ら
開
始
し

ま
す
。介

護
保
険
料
の
減
額

問
全
体
的
な
軽
減
金
額
と
公
費
の
負
担

割
合
は
。

答
総
額
で
１
１
１
６
万
４
０
０
０
円
が

保
険
料
か
ら
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ
の
軽
減

額
は
、
国
が
１／２
、
県
と
市
が
そ
れ
ぞ
れ
１／４

ず
つ
負
担
し
ま
す
。

問
条
例
改
正
に
伴
う
対
象
者
数
、
対
象

者
の
割
合
、
そ
の
周
知
方
法
は
。

答
対
象
者
は
、
４
月
１
日
現
在
、
３
千

補正予算 補正予算

補正予算○
校
種
間
連
携
推
進
事
業

　
川
里
中
学
校
に
、
川
里
地
区
３
小
学
校
の
６

年
生
が
集
ま
り
、
合
同
で
英
語
の
授
業
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

○
改
正
の
内
容

　

次
の
対
象
者
の
保
険
料
を
年
額
２
万
８
１
０

０
円
か
ら
２
万
５
３
０
０
円
に
引
き
下
げ
ま
す
。

◦
生
活
保
護
の
受
給
者

◦�

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
で
、
世
帯
全
員
が
住

民
税
非
課
税

◦�

本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と
課
税
年
金
収

入
額
の
合
計
が
8０
万
円
以
下
の
人

条例の一部改正条例の一部改正
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９
８
７
人
で
全
体
の
１3
％
程
度
に
な
り
ま

す
。
周
知
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
通
知

書
を
送
付
す
る
前
に
広
報
誌
等
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

原
馬
室
・
滝
馬
室
土
地
区

画
整
理
地
内
の
町
名
変
更

問
鴻
巣
都
市
計
画
事
業
の
原
馬
室
・
滝

馬
室
土
地
区
画
整
理
事
業
の
完
了
に
伴

い
、
道
路
等
公
共
設
備
が
整
備
さ
れ
た
。

従
来
の
町
名
で
は
、
行
政
遂
行
上
及
び
土

地
の
維
持
管
理
上
支
障
が
あ
る
た
め
、
換

地
処
分
後
の
整
備
さ
れ
た
道
路
筆
界
を

も
っ
て
新
た
な
町
界
と
し
、
氷
川
町
に
町

名
を
変
更
す
る
が
、
こ
の
変
更
区
域
に
該

当
す
る
世
帯
数
と
事
業
所
は
あ
る
の
か
。

ま
た
町
名
変
更
に
よ
る
苦
情
は
あ
る
か
。

答
該
当
す
る
世
帯
数
は
、
現
在
７７
世
帯

で
事
業
所
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
ま
た
区
画

整
理
だ
よ
り
等
で
周
知
を
図
っ
て
お
り
、

土
地
地
権
者
か
ら
の
苦
情
等
は
出
て
お
り

ま
せ
ん
。

　
な
お
、
現
在
該
当
地
域
に
お
住
い
の
方

に
は
、
各
種
の
住
所
変
更
の
手
続
き
が
生

じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
市
役
所
で
取
り

扱
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
の
職

権
で
変
更
で
き
ま
す
。
銀
行
口
座
や
運
転

免
許
証
等
の
変
更
手
続
き
に
関
し
て
は
、

ご
自
身
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

請
　
願

　

議
請
第
３
号
「『
平
和
安
全
法
制
整
備

法
案
』
と
『
国
際
平
和
支
援
法
案
』
の
廃

案
を
求
め
る
意
見
書
」
提
出
に
つ
い
て
の

請
願
（
不
採
択
）

　

議
請
第
４
号
「
戦
争
法
案
（
平
和
安
全

法
制
整
備
法
案
、
国
際
平
和
支
援
法
案
）

の
廃
案
を
求
め
る
意
見
書
」
提
出
に
つ
い

て
の
請
願
（
不
採
択
）

反　
対　
討　
論

　

今
回
の
法
整
備
に
当
た
り
、
憲
法
解
釈

の
基
本
論
理
は
全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
基
本
論
理
は
砂
川
事
件
に
関
す

る
最
高
裁
判
決
の
考
え
方
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
す
。
こ
の
憲
法
と
自
衛
権
に
か

か
わ
る
判
決
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
判
決

に
我
が
国
が
自
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持

し
、
そ
の
存
立
を
全
う
す
る
た
め
に
必
要

な
自
衛
の
措
置
を
と
り
得
る
こ
と
は
、
国

家
固
有
の
権
能
の
行
使
と
し
て
当
然
の
こ

と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
、

こ
れ
が
憲
法
の
ま
ず
基
本
的
な
論
理
の
一

つ
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
憲
法
解
釈
の

も
と
、
今
回
自
衛
の
措
置
と
し
て
の
武
力

の
行
使
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
非
常
に

厳
し
い
新
３
要
件
の
も
と
、
限
定
的
に
国

民
の
命
と
、
幸
せ
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め

に
行
使
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

憲
法
の
基
本
的
な
論
理
は
貫
か
れ
て
い

る
と
確
信
し
て
お
り
、
ま
た
、
国
民
の
命

と
平
穏
な
暮
ら
し
を
守
る
大
切
な
法
律
で

す
。以
上
の
点
か
ら
反
対
す
る
も
の
で
す
。

賛　
成　
討　
論

　

ア
メ
リ
カ
が
世
界
の
ど
こ
で
も
起
こ
し

た
戦
争
に
自
衛
隊
が
参
加
し
、
こ
れ
ま
で

違
憲
と
し
て
き
た
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

ま
で
憲
法
解
釈
を
変
え
て
認
め
よ
う
と
い

う
戦
争
法
案
の
企
て
に
、
改
め
て
憲
法
違

反
だ
と
い
う
国
民
の
批
判
の
声
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
多
く
の
憲
法
学
者
や
法
律
家

の
団
体
が
廃
案
を
求
め
る
声
明
を
発
表

し
、
全
国
の
弁
護
士
会
が
参
加
す
る
日
本

弁
護
士
連
合
会
も
反
対
声
明
を
発
表
し
ま

し
た
。
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
で
は
、
与

党
の
自
民
が
推
薦
し
た
憲
法
学
者
ま
で
違

憲
と
表
明
す
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
違
憲
の

法
律
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

安
倍
晋
三
政
権
は
直
ち
に
戦
争
法
案
立
法

化
の
企
て
を
や
め
る
べ
き
で
す
。
憲
法
９

条
が
定
め
た
戦
争
放
棄
、
戦
力
不
保
持
、

交
戦
権
否
認
の
体
制
を
根
底
か
ら
覆
す
も

の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
点
か
ら
賛
成
す

る
も
の
で
す
。

意
見
書

　
「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
案
」
と
「
国

際
平
和
支
援
法
案
」
の
審
議
に
当
た
り
慎

重
な
取
扱
い
を
求
め
る
意
見
書

�

（
原
案
可
決
）

「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」の
審議に当たり慎重な取扱いを求める意見書

　去る₅月１5日、内閣から、「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」が国会に提出されました。
　この法案は、複雑で変容しつつある国家安全保障上の課題に対処し、我が国の平和と安全を維持し、その存立
を全うするとともに、国民の命を守るといった国家としての責務を果たすべく、政府内で検討が重ねられてきた
ものとされています。
　現在、その法案を審議する国会のみならず、安全保障問題について多くの議論と意見が交わされ、法案自体の
評価も様々となっています。
　よって、国においては、「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」の取扱いに当たり、国民一人一人に不
安を抱かせることのないよう、また、日本国民の将来にとって最善の選択が導かれるよう、会期が延長された今
国会において慎重かつ十分な審議を尽くすことを求めます。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
　　平成２７年₆月２４日� 鴻 巣 市 議 会　
　　　衆議院議長　殿　　参議院議長　殿　　内閣総理大臣　殿
　　　外務大臣　殿　　　防衛大臣　殿

その他


